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(単位：千円)
企画管理部 企画推進課所管部署所管部署所管部署所管部署：：：：

第４章　共に担うまちづくりの仕組みを築く

２　住民自治の地域づくりを進める

（２）地域づくり

総合振興計画策定事業 新規事業

地方自治法

南丹市総合振興計画審議会条例

南丹市の10年後を展望した南丹市総合振興計画基本

構想の達成のため、前期基本計画の中間見直しのうえ

に立ち、審議会の協議やより多くの市民意見を取り入

れながら、後期基本計画を策定する。

総合振興計画審議会を開催し、市民

意見を十分反映した後期計画の策定

を行う。

策定した計画の公表を行う。

事 業 名 細 事 業 名 新 継 区 分

具体的な実施

内　　容

当該年度における事業の実施内容

現状の課題

事 業 の 目 的

事 業 の 効 果

南丹市発足とともに策定した南丹市総合振興計画は前

期計画（20～24）の終期が近づき、前期計画の評価や

社会情勢の変化を踏まえた平成25年からの後期計画

の策定が必要。

総合振興計画審議会を開催し、後期

計画の策定に向けて協議を行う。

まちづくりアンケートの実施と集約を行

う。

前期基本計画の達成状況の確認と評

価、課題の掘り起こし。

南丹市総合振興計画「基本計画」の後期計画を策定す

る。

市民とともに前期5ヵ年の集約を行うなかで、後期基本

計画を明らかにすることで、市民の絆や郷土への誇りを

高め、多彩な地域資源を活かしたまちづくりを推進す

る。
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事業計画期間 平成 23 年度   ～   平成
当該年度に目指す成果・効果

1,333
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審議会の開催（5回）

審議会の開催（5回）

パブリックコメントの実施

1,300

0

総合振興計画

の 位 置 づ け

24 年度

根拠法令等

平成22年度　予算現額 0

237


